
１　特例解散した厚生年金基金の名称及び責任準備金相当額

自主解散型基金名

責任準備金相当額

２　猶予を受けた期間及び額

設立事業所 納付猶予を受けた期間 納付猶予を受けた額

事業所１ 1 年 319,513,732円

事業所２ 1 年 78,943,922円

事業所３ 2 年 1,299,399円

事業所４ 1 年 10,699,109円

事業所５ 1 年 79,944,859円

事業所６ 2 年 26,413,369円

事業所７ 2 年 169,076,957円

事業所８ 2 年 13,767,892円

事業所９ 1 年 26,413,369円

事業所１０ 1 年 30,855,256円

事業所１１ 1 年 7,348,244円

事業所１２ 1 年 43,515,292円

事業所１３ 1 年 110,513,483円

事業所１４ 1 年 788,011円

事業所１５ 2 年 40,396,463円

事業所１６ 5 年 4,143,425円

事業所１７ 2 年 13,605,467円

事業所１８ 1 年 171,501,045円

事業所１９ 2 年 131,487円

事業所２０ 2 年 7,164,436円

事業所２１ 1 年 351,238円

事業所２２ 2 年 427,673円

事業所２３ 2 年 596,923円

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律に基づく
公表事項

関東北信越薬業厚生年金基金

17,503,442,388円



事業所２４ 2 年 262,519円

事業所２５ 1 年 160,550,791円

事業所２６ 2 年 11,081,285円

事業所２７ 1 年 87,527,414円

事業所２８ 1 年 2,149,285円

事業所２９ 2 年 29,697,354円

事業所３０ 1 年 5,492,871円

事業所３１ 1 年 1,384,933円

事業所３２ 2 年 2,806,264円

事業所３３ 2 年 45,960,764円

事業所３４ 2 年 1,910,425円

事業所３５ 2 年 6,211,726円

事業所３６ 2 年 6,830,032円

事業所３７ 2 年 3,617,933円

事業所３８ 1 年 16,454,499円

事業所３９ 2 年 11,179,104円

事業所４０ 1 年 13,230,571円

事業所４１ 1 年 7,546,612円


